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段階 所得などの条件 基準額に
対する比率 保険料年額

第１段階

軽減

①生活保護受給者
②老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人
③世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課

税年金収入額の合計が 80 万円以下の人

× 0.45 31,806 円

第２段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 80 万円を超えて 120 万円以下の人 × 0.70 49,476 円

第３段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税
年金収入額の合計が 120 万円を超える人 × 0.75 53,010 円

第４段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の人 × 0.85 60,078 円

第５段階 基準額 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は非課税で前年
の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超える人 × 1.00 70,680 円

( 月額 5,890 円 )
第６段階

割増

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円未満の人 × 1.20 84,816 円
第７段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円以上 190 万円未満の人 × 1.35 95,418 円
第８段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 190 万円以上 300 万円未満の人 × 1.50 106,020 円
第９段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 300 万円以上 500 万円未満の人 × 1.70 120,156 円
第 10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円以上 1,000 万円未満の人 × 1.95 137,826 円
第 11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000 万円以上の人 × 2.15 151,962 円

４
月
か
ら
介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

■
平
成
30
年
４
月
か
ら
変
わ
る
主
な
内
容

◦
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

・
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
が
変
わ

り
ま
す
。

　

平
成
30
年
4
月
の
介
護
報
酬
（
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
）
改

定
に
と
も
な
い
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
と
き
の
利
用
者
負
担
が
変
わ
り

ま
す
。

・「
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
」
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

　

１
つ
の
事
業
所
で
、
介
護
保
険
と
障

が
い
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
を
一
体
的
に

提
供
す
る
仕
組
み
で
す
。

・
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
「
介
護
医
療
院
」

が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

長
期
に
わ
た
り
療
養
が
必
要
な
人
が

対
象
の
施
設
で
、
医
療
と
介
護
が
一

体
的
に
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
低
所
得
の
障
が
い
者
の
人
の
負
担
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

一
定
要
件
を
満
た
し
た
人
の
利
用
者

負
担
分
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

◦
第
1
号
被
保
険
者
保
険
料

・
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
は
、
3
年
に
1
度
見
直

さ
れ
ま
す
（
基
準
月
額
で
５
５
９
０
円

が
、
５
８
９
０
円
に
変
わ
り
ま
す
）。

■
平
成
30
年
８
月
か
ら
変
わ
る
主
な
内
容

◦
利
用
者
の
費
用
負
担

・
一
定
以
上
所
得
が
あ
る
人
の
利
用
者

負
担
が
変
わ
り
ま
す
。

①
負
担
割
合
が
３
割
に
変
わ
り
ま
す
。

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
が

２
割
の
人
の
う
ち
、
特
に
所
得
の
高

い
人
は
、
負
担
割
合
が
３
割
に
な
り

ま
す
。

　

自
己
負
担
が
３
割
と
な
る
の
は
、

合
計
所
得
金
額
が
年
間
２
２
０
万

円
以
上
で
年
金
収
入
と
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額
の
合
計
が
単
身
で

３
４
０
万
円
以
上
、
2
人
以
上
世
帯

で
４
６
３
万
円
以
上
の
人
で
す
。

②
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の

限
度
額
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す
。

　

70
歳
以
上
で
現
役
並
み
の
所
得
の
人

は
、新
た
に
３
つ
の
区
分
に
分
か
れ
、

限
度
額
が
変
わ
り
ま
す
。

そ
の
他
の
人
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
平
成
30
年
10
月
か
ら
変
わ
る
主
な
内
容

・
福
祉
用
具
貸
与
価
格
を
適
正
に
す
る

た
め
、
商
品
ご
と
の
料
金
に
上
限
を

設
定

　

商
品
ご
と
に
貸
与
価
格
の
全
国
平
均
を

公
表
し
、
そ
の
平
均
価
格
を
も
と
に
貸

与
価
格
の
上
限
額
を
設
定
し
ま
す
。

＜保険料年額（平成 30年度～ 32年度）＞
※保険料は、被保険者とその属する世帯の所得段階に応じて 11段階の中で決定されます。

問
長
寿
福
祉
課 

介
護
保
険
係

  

☎
551-

０
２
８
１ 　

551-

０
５
４
８

FAX
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
率
を
改
定

■
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
や
変
更
点

<

所
得
の
低
い
人
の
軽
減>

◦
世
帯
主
と
被
保
険
者
全
員
の
所
得
が

一
定
以
下
の
人
は
、
世
帯
の
所
得
水

準
に
合
わ
せ
て
、均
等
割
額
が「
９
割
、

８
・
５
割
、
５
割
、
２
割
」
の
い
ず
れ

か
の
割
合
で
軽
減
さ
れ
ま
す
。　

◦
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
が
58
万

円
以
下
の
人
へ
の
軽
減
に
つ
い
て

は
、次
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

【
改
正
前
】
所
得
割
が
２
割
軽
減

　
　
　
　

↓

【
改
正
後
】
所
得
割
軽
減
な
し

<

職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
人
の
軽
減>

◦
資
格
を
得
た
日
の
前
日
に
職
場
の
健

康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た

人
へ
の
軽
減
は
、
次
の
と
お
り
変
更

と
な
り
ま
す
。

【
改
正
前
】
均
等
割
額
は
７
割
軽
減
、

所
得
割
額
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

↓

【
改
正
後
】
均
等
割
額
は
５
割
軽
減
、

所
得
割
額
は
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
保
険
料
均
等
割
額
の
軽
減
範
囲
が
拡

大
さ
れ
ま
す

◦
均
等
割
額
が
２
割
軽
減
さ
れ
る
人

　

被
保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
が
、
次
の
計
算
式
を
超

え
な
い
人

【
改
正
前
】「
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）」
＋

「
49
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」

　
　
　
　

↓

【
改
正
後
】「
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）」
＋

「
50
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」

◦
均
等
割
額
が
５
割
軽
減
さ
れ
る
人

　

被
保
険
者
と
そ
の
世
帯
の
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
が
、
次
の
計
算
式
を
超

え
な
い
人

【
改
正
前
】「
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）」
＋

「
27
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」

　
　
　
　

↓

【
改
正
後
】「
基
礎
控
除
額
（
33
万
円
）」
＋

「
27
・
５
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数
」

　

一
人
ご
と
の
新
し
い
保
険
料
の
額

は
、
平
成
30
年
7
月
に
郵
便
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

※
滋
賀
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
保
険
料
額
の
試

算
が
で
き
ま
す
。（http://w

w
w

.
shigakouiki.jp/index.htm

l

）

※
平
成
30
年
８
月
１
日
か
ら
使
用
す
る

被
保
険
者
証
は
、
７
月
中
に
簡
易
書

留
で
お
届
け
し
ま
す
。
８
月
1
日
か

ら
は
新
し
い
被
保
険
者
証
を
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。

■
入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額
が
変

わ
り
ま
す

【
所
得
区
分
】
現
役
並
み
所
得
者
、
一

般
の
人　
　

現
行
３
６
０
円
／
１
食

　
　
　
　

↓

　
　

４
６
０
円
／
１
食

　
　
（
平
成
30
年
4
月
1
日
か
ら
）

※
所
得
区
分
が
区
分
Ⅰ
、
区
分
Ⅱ
（
住

民
税
非
課
税
世
帯
）
の
人
、
指
定
難

病
患
者
の
人
は
、変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

※
療
養
病
床
に
入
院
し
た
場
合
の
食
事

代
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

※
療
養
病
床
に
入
院
し
た
場
合
の
居
住

費
の
標
準
負
担
額
は
、
平
成
29
年
10

月
か
ら
３
７
０
円
／
１
日
に
変
更
と

な
っ
て
い
ま
す
（
た
だ
し
、
入
院
医

療
の
必
要
性
の
高
い
状
態
が
継
続
す

る
患
者
は
、
平
成
29
年
10
月
か
ら

２
０
０
円
／
１
日
で
あ
っ
た
も
の
が

平
成
30
年
４
月
か
ら
３
７
０
円
／
１

日
と
な
り
ま
す
）。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

区　　分
保険料率

現行
（平成28・29年度）

改定後
（平成30・31年度）

被保険者均等割額 45,242円 43,727円

所得割率※ 8.94％ 8.26％

年間保険料上限額 57万円 62万円

※�「所得割額」の計算方法･･･総所得金額等から基礎
控除の33万円を差し引いた金額×上記の割合

＜平成 30・31年度の保険料率（年額）＞

問
保
険
年
金
課 

高
齢
者
医
療
係

  

☎
551-

０
３
６
１ 　

553-

０
２
５
０

　

滋
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

  

☎
522-

３
０
１
３ 　

522-

３
０
２
３

FAXFAX
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防
災
・
防
犯
情
報
を

配
信
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
防
犯
情
報
の
ほ
か
、
防
災

行
政
無
線
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
放
送
し

て
い
る
防
災
情
報
な
ど
を
メ
ー
ル
配
信

し
て
い
ま
す
。

　

配
信
す
る
情
報
は
、

①
防
犯
情
報
（
不
審
者
情
報
な
ど
）

②
気
象
警
報（
大
雨
な
ど
の
気
象
警
報
）

③
土
砂
災
害
警
戒
情
報

④
竜
巻
注
意
情
報

⑤
震
度
情
報（
地
震
発
生
後
の
震
度
情
報
）

⑥
国
民
保
護
情
報
（
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
情

報
な
ど
）

で
す
。

<

登
録
方
法>

◦
パ
ソ
コ
ン
ま
た
は
、
携
帯
電
話
か
ら

次
の
ア
ド
レ
ス
に
空
メ
ー
ル
を
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。

◦
登
録
案
内
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。

◦
画
面
の
案
内
に
従
い
、登
録
く
だ
さ
い
。

※ＱＲコードからも
メール送信ができ
ます。

entry@city-ritto.jp

問
危
機
管
理
課 

　

総
合
防
災
・
危
機
管
理
係

  

☎
551-

０
１
０
９　

 
518-
９
８
３
３

FAX

栗
東
市
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー
が
運
用
開
始

　

栗
東
市
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー
を
市
役

所
北
側
に
建
設
し
、
４
月
か
ら
運
用
を

開
始
し
ま
す
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
災

害
な
ど
の
緊
急
事
態
に
的
確
か
つ
迅
速

に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
防
災

に
関
す
る
知
識
、
技
術
、
防
災
意
識
の

高
揚
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

　

主
に
防
災
関
係
事
務
や
事
業
な
ど
に

使
用
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
皆
さ
ん

が
実
施
す
る
、
防
災
・
減
災
、
危
機
管

理
に
関
す
る
訓
練
や
研
修
な
ど
に
使
用

で
き
ま
す
。
使
用
手
続
き
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

＜施設の概要＞
【建築】
　構造：鉄骨造（耐火・耐震構造）、階数：3 階建て
　建築面積：483 ㎡、延床面積：1,239 ㎡

【主な施設】
《１階》備蓄倉庫、資機材庫、機械室
《２階》防災担当部署執務室、防災研修室、備品庫
《３階》大研修室 (1)(2)（稼動間仕切りにより、

一体利用可）、防災情報管理室

災害時には、災害対応職員が集まり、情報収集を行
い、対策の立案や対応確認を行う部屋になります。室
内には、大型モニターやスクリーンを配置し、防災情
報システムによる情報収集や情報共有を行います。平
常時には、防災減災などの研修室として利用します。

災害や危機事案の対応方針や対策を協議
し、決定する災害などの対策本部を設置し
ます。平常時は、防災減災などの研修室と
して利用します。

大型非常用発電
機を設置し、非
常 時 に は セ ン
ターや市役所に
72時間電気を供
給します。

機械室 防災研修
室

大研修室
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<

注
意
事
項>

◦
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
と
し
て
ド
メ
イ

ン
指
定
受
信
を
設
定
し
て
い
る
人

は
、
解
除
す
る
か
、
先
に
ド
メ
イ
ン

「city-ritto.jp

」
を
登
録
し
て
く
だ

さ
い
。

◦
防
災
・
防
犯
情
報
配
信
シ
ス
テ
ム
で

は
、
登
録
か
ら
12
か
月
が
経
過
す
る

と
、
メ
ー
ル
配
信
の
継
続
を
確
認
す

る
メ
ー
ル
を
自
動
送
信
し
て
い
ま
す
。

　

配
信
継
続
を
希
望
す
る
人
は
、
お
手

数
で
す
が
、
案
内
に
従
い
、
継
続
登

録
く
だ
さ
い
。

※
確
認
メ
ー
ル
の
配
信
か
ら
14
日
経
過

す
る
と
自
動
的
に
登
録
解
除
と
な
り

ま
す
。

 

問
危
機
管
理
課 

　

総
合
防
災
・
危
機
管
理
係

  

☎
551-

０
１
０
９　

 

518-

９
８
３
３

問
危
機
管
理
課 

　

総
合
防
災
・
危
機
管
理
係

  

☎
551-

０
１
０
９　

 
518-

９
８
３
３

　

中
消
防
署
☎
552-

０
１
１
９

FAX

FAX

ま
ち
を
守
る 

栗
東
市
消
防
団

　

消
防
団
の
活
動
は
、
消
火
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
消
防
団
員
は
地
域
の
防

火
防
災
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
地
域
に
密
着

し
、
災
害
時
・
平
常
時
を
問
わ
ず
住
民

の
生
命
と
財
産
を
守
る
と
い
う
重
要
な

役
割
を
担
い
ま
す
。

　

近
年
は
、女
性
の
消
防
団
員
も
増
加
し
、

特
に
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
宅
へ
の
防
火

訪
問
や
応
急
手
当
の
普
及
指
導
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
場
面
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

栗
東
市
消
防
団
で
は
、「
地
域
に
貢
献

し
た
い
」
と
使
命
感
あ
ふ
れ
る
団
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
安
全
・
安

心
の
た
め
に
皆
さ
ん
の
力
が
必
要
で
す
。

応
募
資
格
は
、

◦
市
内
に
在
住
、
在
勤
し
て
い
る
人

◦
満
18
以
上
の
健
康
な
人

で
す
。
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
消
防
団
員
の
待
遇
】

　

消
防
団
員
は
普
段
は
別
の
仕
事
に
就

き
な
が
ら
、
有
事
の
際
に
は
災
害
現
場

に
駆
け
つ
け
、
消
防
活
動
を
行
う
非
常

勤
特
別
職
の
地
方
公
務
員
で
す
。

　

栗
東
市
か
ら
年
額
報
酬
や
出
動
手
当

が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
一
定
期
間
勤
務

し
、
退
団
し
た
場
合
に
は
退
職
報
償
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

消
防
団
に
入
っ
た
こ
と
で
、
普

段
の
生
活
で
あ
ま
り
交
流
の
な
い

人
と
も
つ
な
が
り
が
で
き
、
と
き

に
は
仕
事
で
役
に
立
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
地
元
の
仲
間
と
力
を
合

わ
せ
た
活
動
で
は
、
達
成
感
を
得

る
こ
と
が
で
き
、
今
で
は
消
防
団

に
入
団
し
て
よ
か
っ
た
と
感
じ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
地
域
の
役
に
立
て

る
よ
う
消
防
団
活
動
を
続
け
よ
う

と
思
い
ま
す
。

第４分団　鈎�邦彦さん
（㈱田中誠文堂）

地
元
の
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
る

達
成
感

消
防
団
員
募
集
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健
康
推
進
ア
プ
リ
「
Ｂ

ビ

ワ

Ｉ
Ｗ
Ａ
―
Ｔ

テ

ク

Ｅ
Ｋ
Ｕ
」
が
始
ま
り
ま
す

　

市
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
楽
し
み

な
が
ら
運
動
な
ど
の
健
康
推
進
活
動
を

継
続
し
て
実
施
い
た
だ
け
る
よ
う
、
健

康
推
進
ア
プ
リ
「
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
‐
Ｔ
Ｅ
Ｋ

Ｕ
」
を
始
め
ま
す
。

　
「
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
た
い
け
ど
、
ど

こ
を
歩
け
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
」「
何

か
目
的
が
な
い
と
面
白
く
な
い
」
な
ど
、

運
動
を
始
め
た
い
け
ど
き
っ
か
け
が
な

か
っ
た
人
に
も
お
す
す
め
で
す
。
ア
プ

リ
内
で
健
康
ポ
イ
ン
ト
を
た
め
る
こ
と

が
で
き
、
た
め
た
ポ
イ
ン
ト
は
翌
年
の

賞
品
抽
選
の
応
募
に
使
え
ま
す
（
応
募

に
は
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
）。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
お
持
ち
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
「
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
ー
Ｔ
Ｅ

Ｋ
Ｕ
」を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
を
し
な
が
ら
健
康
推
進
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

◦
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
に
参
加

　

各
市
町
の
お
勧
め
コ
ー
ス
の
対
象
ス

ポ
ッ
ト
を
ま
わ
り
、チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
。

※
端
末
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
で
位
置
認
証

◦
バ
ー
チ
ャ
ル
ラ
リ
ー
に
参
加

　

端
末
内
蔵
の
ヘ
ル
ス
ア
プ
リ
と
連
動

し
て
歩
い
た
歩
数
を
利
用
し
、
ア
プ

リ
内
に
設
定
さ
れ
た
各
バ
ー
チ
ャ
ル

コ
ー
ス
を
達
成
。
コ
ー
ス
別
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
認
定
証
も
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

◦
健
診
を
受
診

　

特
定
健
診
や
ガ
ン
検
診
な
ど
を
受
診
。

◦
健
康
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

　

各
市
町
の
健
康
イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ
て

獲
得
ポ
イ
ン
ト
数
が
異
な
り
ま
す
。

◦
デ
イ
リ
ー
ポ
イ
ン
ト

　

自
分
で
立
て
た
健
康
づ
く
り
の
目
標

を
実
践
で
１
日
１
ポ
イ
ン
ト

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
ア
プ
リ
を
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

　

下
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

か
ら
読
み
取
る
こ

と
で
ア
プ
リ
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
ペ
ー
ジ
に
ア

ク
セ
ス
で
き
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、

http://biw
ateku.jp/

問
保
険
年
金
課 

国
民
健
康
保
険
係

  

☎
551-

１
８
０
７ 　

553-

０
２
５
０

FAX

健
康
ポ
イ
ン
ト
獲
得
方
法

参
加
方
法

バーチャルラリーの画面イメージ
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～栗東市子育てのための12か条＜みんなが大切にしたい３か条＞～

子 育 て 情 報
～タバコは健康に悪影響～

タバコは、吸っている本人の健康にとってよ
くないことはもちろん、タバコから立ちのぼる煙
や、吐く息に含まれる煙を吸うこと ( 受動喫煙 )
で、周りの人の健康にも影響があります。おとな
の喫煙により、発達途中の子どもには、アレル
ギー性鼻炎や気管支炎、ぜん息、中耳炎などのリ
スクが高くなることが分かっています。今一度タ
バコによる健康への影響を知り、子どもの将来に
わたっての健康と自身の健康を考えてみてはいか
がでしょうか。

市では、市内の小学５年生と中学１年生を対
象に、喫煙防止教室を行っています。「タバコを
吸ってがんなどの病気になることを知らなかっ
た」「タバコがやめにくいことを知らなかった」「自
分だけでなく周りにも迷惑がかかる受動喫煙の怖
さを知った」という感想が子どもたちからあがっ
ており、子どもたちがタバコによる健康への影響
を知る機会になっています。
　喫煙防止教室では、「加熱式タバコ」の危険性
についても触れています。「加熱式タバコ」は、「健
康リスクが少ない」「受動喫煙の危険がない」と
誤解されがちですが、最近の研究では普通のタバ
コと同様に発がん性物質や有害物質が含まれてい
るとの報告があり安全ではありません。
　また、「加熱式タバコ」の性格上、煙が目に見
えにくく、臭いもわずかなため避けることが難し
く、受動喫煙につながりやすくなります。
　「加熱式タバコ」も、普通のタバコと同様に健
康への影響があるということを認識しましょう。

～ 3010 運動で食品ロスの削減を～

・対象…小・中学生
・助成範囲…入院にかかる医療費のうち、保

険診療内の自己負担分
・助成方法…申請による払い戻し（福祉医療

費受給券の交付はありません）
■申請方法…医療機関などの窓口で、自己負

担分の医療費を支払った後、領収書などの
必要書類を市役所保険年金課にお持ちくだ
さい。後日、指定された口座に振り込みます。
■注意事項…
１．申請前に、加入している健康保険で「高

額療養費」や「附加給付金」の支給対象に
なるかどうかをご確認ください。支給対象
になる場合は、健康保険から支給を受けて
から、「子ども入院医療費」の申請をして
ください。　　

２．福祉医療費受給券などを使って支払った
自己負担分も払い戻しが可能です。

３．他の医療費助成を受ける場合は、そちら
が優先されます。各種医療受給券をお持ち
の場合は、必ず医療機関に提示してください。

４．自己負担分の医療費を支払った翌日から
５年以内に申請してください（高額療養費
の対象になる領収書や、健康保険が適用さ
れていない領収書は２年以内）。

小・中学生対象 子ども入院医療費助成

　「3010 運動」とは、宴席の場で乾杯後の
30 分と終わりの 10 分前は自席に戻って、
食事を楽しむことを推奨する運動です。
　農林水産省の調査によると、宴会での食べ
残し量の割合は 14.2％で、一般的な食堂・レ
ストランの食べ残しを大きく上回っています。
　食べ残しをなくすことは「もったいない」
をなくすだけでなく、ごみ処理費用の削減に
もつながります。
　大勢が集まって、飲食するこ
とが増える季節です。食事も会
話も楽しんで、みんな笑顔で「ご
ちそうさま」を目指しましょう！
問環境政策課 生活環境係
　☎ 551-0341　 FAX 554-1123

問保険年金課 福祉医療係　
　☎ 551-0316　 FAX 553-0250

問健康増進課 母子保健係
　☎ 554-6100　 FAX 554-6101
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